
資料1 3 特定粉 じん発生施設の規制基準

の二項番号令別表第二
特 定 粉 じ ん

発 生 施 設
規 模 規 制 基 準

鷲山 解 綿 用 機 械 原 動 機 の 定格 出 力 が

3. 7 キ ロ ワ ッ ト 以 上

で あ る こ と 。

大 気 中 の 石 綿 の 濃 度 が 1 リ ッ

ト ル に つ き 10 本

2 混 合 機

3 紡 織 用 機 械

4 切 断 機

原 動機 の 定格 出 力 が

2. 2 キ ロ ワ ッ ト 以 上

で あ る こ と

5 研 磨 機

6 切 削 用 機 械

7 破 砕 機 及 び 摩 砕 機

8
プ レ ス ( 剪 断 加 工

用 の も の に 限 る 。 )

9 穿 孔 機

, れ

(注) こ の表に掲げ る 施設は、 石綿を含有す る製品製造の用に供す る 施設に限 り 湿式の も の及ひ密閉

式の も の を除 く

資料1 4 航空機騒音に係る環境基準について

(鼾48套21aZ)
公害対策基本法 (昭和42年法律第132号) 第 9 条の規定に基づ く 騒音に係 る環境上の条件の う ち 、 航

空機騒音に係 る基準につ いて次の と お り 告示す る 。

公害対策基本法第 9 条に よ る 騒音に係 る環境上の条件につ き 、 生活環境を保全 し 、 人の健康の保護に

資す る う え で維持す る こ と が望 ま し い航空機騒音に係 る基準 (以下 ｢環境基準｣ と い う 。 ) 及びその達

成期間は 、 次の と お り と す る 。

第 1 環境基準

1 環境基準は 、 地域の類型 ご と に次表の基準値の欄に掲げ る と お り と し 、 各類型を あてはめ る地域

は 、 都道府県知事が指定す る 。

　 　 　
/

　 　

地域の類型 基準値 (単位 WE C P N L )

7 0 以下

"== 7 5 以下

(注) I を あてはめ る地域は専 ら住居の用に供 さ れ る地域と し 、 口 を あてはめ る 地域は I 以外の地域で

あ っ て通常の生活を保全す る 必要があ る地域と す る 。
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1 の環境基準の基準値は 、 次の方法に よ り 測定 ･ 評価 した場合におけ る値 と す る 。

( 1 ) 測定は 、 原則 と して連続 7 日 間行い 、 晴騒音よ り 10デ シ ベル以上大 き い航空機騒音の ピー ク レ

ベル ( 。十量単位 デ シ ベル) 及び航空機の機数を 。己録す る も の と す る 。

(2) 測定は 、 屋外で行 う も の と し 、 そ の測定点 と して は 、 当該地域の航空機騒音を代表と す る と 認

め ら れ る 地点を選定す る も の と す る 。

(3 ) 測定時期 と しては 、 航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮 して 、 測定点におけ る航空

機騒音を代表 と す る と 認め ら れ る 時期を選定す る も の と す る 。

(4) 航空機騒音の評価は 、 ( 1 )の ピ ー ク レ ベル及び機数か ら次の算式に よ り 1 日 ご と の値 (単位 W

E C P N L ) を算出 し 、 そ のすべての値をパ ワ ー平均 して行 う も の と す る 。

算 式

d B (A ) 十 10 l o g 1oN -27

国 d B (A ) と は 、 1 日 のすべての ピー ク レ ヘ ル をパ ワ ー平均 した も の を い い 、 N と は 、

午前 0 時か ら午前 7 時ま での間の航空機の機数をN 1 、 午前 7 時か ら 午後 7 時 ま での間の

航空機の機数をN 2 、 午後 7 時か ら午後10時ま での間の航空機の桜数をN 3 、 午後10時か ら

午後12時 ま での間の航空機の機数をN 4 と し た場合におけ る 次に よ り 算出 した値をい う 。

N = N 2 + 3 N 3 十 10 ( N 1 + N 4 )

2

(5 ) 測定機器は、 日 本工業規格C 1502 に定め る 指示騒音。十若 し く は国際電気標準会議 p u b /179

に定め る精密騒音計又は こ れ ら に相当す る測定機器を用い る も の と す る 。

こ の場合において 、 聴感補正回路はA特性 と し 、 ま た 、 動特性は緩 ( s l o w ) と す る 。

1 の環境基準は 、 1 日 当た り の離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島に あ る 飛行場の周辺地域

には適用 し な い も の と す る 。

3

第 2 達成期間等

1 環境基準は 、 公共用飛行場等の周辺地域においては 、 飛行場の区分 ご と に次表の達成期間の欄に

城 掲げ る 期間で達成さ れ 、 又は維持さ れ る も の と す る 。 こ の場合において 、 達成期間が 5 年を こ え る

地域においては 、 中間的に同表の改善の 目 標の欄に掲げ る 目 標を達成 し つつ 、 段階的に環境基準が
　

達成 さ れ る よ う にす る も の と す る 。
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飛 行 場 の 区 分 達 成 期 間 改 善 目 標

新 設 飛 行 場

直ちに

既設飛行場

第三種空港及び こ れ

に準ずる も の

第 二 種 空 港

(福岡空港を除 く 。 )

A 5 年以内 //

B

10年以内

6 年以内に 、 85W E C P N L 未満 と す る

こ と 又は都W E C P N L 以上の地域におい

て屋内で65W E C P N L 以下 と す る こ と 。新 東 京 国 際 空 港

第一種空港 (新東京

国際空港を除 く )

及び福岡空港

10年を こ え る 期間内

に可及的速やかに

1 5 年以 内に 、 8 5WE C P NL 未満 と す る

こ と 又は85 WEC P NL以上の地域におい

て屋内で65 WE C P NL以下 と す る こ と 。

2 1 0年以 内に 、 75 WEC P NL未満 と す る

こ と 又は 75 WEC P NL以上の地域におい

て屋内で6 0 WE C PNL以下 と す る こ と 。

備 考 1 既設飛行場の区分は、 環境基準が定め ら れた 日 におけ る 区分 と す る 。

2 . 第二種空港の う ち 、 B と は タ ー ボ ジ ェ ッ ト 発動機を有す る航空機が定期航空運送事業 と

して離着陸す る も のを い い 、 A と は B を除 く も の を い う 。

3 . 達成期間の欄に掲げ る 期間及び各改善 目 標を達成す る ための期間は 、 環境基準が定め さ

れた 日 か ら起算す る 。

2 自 衛隊等が使用す る 飛行場の周辺地域においては 、 平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密

集度を勘案 し 、 当該飛行場と類似の条件にあ る 前項の表の飛行場の区分に準 じて環境基準が達成 さ

れ、 又は維持 さ れ る よ う に努め る も の と す る 。

3 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講 じて も 、 1 の達成期間で環境基準を達成す る こ と が

困難 と考え ら れ る 地域においては 、 当該地域に引 き続 き居住を希望す る者に対 し家屋の防音工事等

を行 う こ と に よ り 環境基準が達成 さ れた場合 と 同等の屋内環境が保持さ れ る よ う “こす る と と も に 、

極力環境基準の速やか な達成を期す る も の と す る 。
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資料1 5 騒音規制法第 2 条第 1 項の政令で定める特定施設一覧

施 設
備 考

施 設 の 種 類 機 械 名

1 金 属 加 工 機 械

2 空気圧縮機及び
送風機

3 土石用又は鉱物
用の破砕機、 座
砕機、 ふ る い及
び分級機

4 織 機

5 建設用資材製造
機械

6 穀物 用 製 粉 機

7 木材 加 丁 機 械

8 抄 紙 機

9 印 刷 機 械

10 合成樹脂用射出
成形機

1 1 鋳 型 造 型 機

イ 圧 延 機. 械

ロ 製 管 機 械

ハ ベ ンテ ィ ソ グ マ
･シ ン

ニ 液 圧 プ レ ス

ホ 機 械 プ レ ス

へ せ ん 断 機

ト 鍛 造 機

チ ワ イ ヤ ー フ ォ ー
ソ グ マ シ ン

リ ブ ラ ス ト

ヌ タ ン ブ ラ ー

イ コ ン ク リ ー ト プ

ラ ン ト

ロ ア ス フ ァ ノレ ト プ
ラ ソ ト

イ ド ラ ム バ ー カ ー

ロ チ ッ バ ー

ハ 砕 木 機

一 帯 の こ 盤

ホ 丸 の こ 盤

へ か ん な 盤

原動機の定格出力の合。十が 2 2 . 5 kw 以上の も のに限 る 。

ロ ー ル式の も の であ っ て 、 原動機の定格出 力が 3 7 5 kw

以上の も のに限 る 。

矯正 プ レ ス を除 く 。

呼 び加圧能力が30重量 ト ン 以上の も のに限 る 。

原動機の定格出力が 3 . 7 5 kw 以上の も のに限 る 。

タ ン ブ フ ス ト 以外の も の であ っ て 密閉式 の も の を除

く

原動機の定格出力が7 . 5 kw 以上の も のに限 る 。

原動機の定格出 力が7 . 5 kw 以上の も の に限 る 。

原動機を用い る も のに限 る 。

気ほ う コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト を除 き 、 混練機の混練容量

が 0 . 4 5 m3 以上の も の に限 る 。

混練機の混練重量が 2 0 0 Kタ 以上の も の に限る 。

ロ ー ル式の も の であ っ て 、 原動機の定格出力が 7 . 5 kw以

上の も の に限 る 。

原動機の定格出力が 225 kw 以上の も の に限 る 。

製材 用の も の にあ っ ては原動機の定格出力が 1 5 kw 以上

の も の 、 本工用の も のにあ っ ては 原動機 の 定格 出 力 が

2. 2 5 kw以上の も のに限 る 。

製材用 の も のにあ っ て は原動機の定格出 力が 1 5 kw以上

の も の 、 木工用 の も のにあ っ て は 原動機 の 定格 出 力 が

2 . 2 5 kw 以上の も のに限 る 。

原動機の定格出力が 2 . 2 5 kw以上の も の に限 る 。

原動機を用 い る も の に限 る 。

ジ ル ト 式の も の に限 る 。
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資料1 6 騒音規制法第 2 条第 3 項の政令で定める特定建設作業一覧

作 業 備 考

1 く い打機 ( も んけ んを除 く 。) く い抜機又は

く い打 く い抜機 (圧大式 く い打 く い抜機を除

く 。) を使用す る作業。

く い打機を ア ー ス オ ー ガー と 併用す る作業を

除 く

2 び ょ う 打機を使用す る作業

3 さ く 岩機を使用す る作業 作業地点が連続的に移動する作業にあ っては、

1 日 におけ る 当該作業に係 る 2 地点間の最大距

離が50m を超 え ない作業に限 る 。

4 空気圧縮機 (電動機以外の原動機を用い る

も の であ っ て 、 そ の原動機 の定格 出 力 が 15

kw以上の も のに限る 。 ) を使用す る作業

さ く 岩機の動力 と し て使用す る作業を除 く 。

5 コ ソ ク ノ ー ト プ ラ ソ ト (混練機の混線容量

が 0. 4 5 m3 以上の も のに限 る 。) 又は ア ス フ ァ

ル ト プ ラ ン ト (混練機の混練重量が 200 K“以

上の も のに限 る 。) を設けて行 う 作業

モ ル タ ルを製造す る ために コ ン ク リ ー ト プ ラ

ン ト を設けて行 う 作業を除 く

資料1 7 振動規制法第 2 条第 1 項の政令で定める特定施設一覧

1 金属加工機械

伊) 液圧プ レ ス (矯正プ レ ス を除 く )

( 口 ) 機械プ レ ス

回 せん断機 (原動機の定格出力が 1 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

(二) 鍛造機

魅) ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ ン グマ シ ン (原動機の定格出力が37 . 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

2 圧縮機 (原動機の定格出力が7 . 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

3 土石用又は鉱物用の破砕機、 座砕機、 ふ る い及び分級機 (原動機の定格出力が7 . 5 キ ロ ワ ッ ト 以

上の も の に限 る 。 )

4 織機 (原動機を用い る も の に限 る 。 )

　

=
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5 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ン (原動機の定格出力の合。十が2 . 95 キ ロ ワ ッ ト 以上の も のに限る 。 )

並びに コ ン ク リ ー ト 管製造機械及び コ ン ク リ ー ト 柱製造機械 (原動機の定格出力の合計が10キ ロ ワ ッ

ト 以上の も の に限る 。 )

6 木材加工機械

伊) ド ラ ム バー 力 -

(リ チ ッ パー (原動機の定格出力が2 . 2キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。 )

7 印刷機械 (原動機の定格出力が2 . 2 キ ロ ワ ッ ト 以上の も のに限 る 。 )

8 ゴ ム練用又は合成樹脂練用の ロ ール機 ( カ レ ン ダー ロ ール機以外の も ので原動機の定格出力が30

キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限る 。 )

9 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機 ( ジ ル ト 式の も のに限 る 。 )

資料1 8 振動規制法第 2 条第 3 項の政令で定める特定建設作業一覧

1 く い打機 ( も ん けん及び圧入式 く い打機を除 く 。 ) 、 く い打機 (油圧式 く い抜機を除 く ) 又は

く い打 く い抜機 (圧入式 く い打 く い抜機を除 く 。 ) を使用す る作業

2 錮球を使用 して建築物その他の工作物を破壊す る作業

3 舗装版破砕機を使用す る作業 (作業地点が連続的に移動す る 作業にあ っ ては 、 1 日 におけ る 当該

作業に係 る 2 地点間の最大距離が50 メ ー ト ル を超え な い作業に限る 。 )

4 ブ レ ー カ ー (手持式の も のを除 く 。 ) を使用す る 作業 (作業地点が連続的に移動す る作業にあ っ

ては 、 1 日 に おけ る 当該作業に係 る 2 地点間の最大距離が50 メ ー ト ル を超え な い作業に限 る 。 )
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資料1 9 公害関係事犯検挙状況

(平成 7 年中)

N
廃棄物

処 理
水濁法

砂 利

採取法
河川法

と 畜

場 法

自 然

公園法

漁 業

法 等
海岸法

へい獣

処 理

場 法

自 然環

境保全

条 例

合 。十
前 年

同 期

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

岩 美 O O O O O O 1 1

鳥 取 O O O O O O 4 4

郡 家 2 1 O O 2 1 5 6

智 頭 O O O O ll O O O O

浜 村 5 7 O O 5 7 3 3

倉 吉 3 6 1 1 4 7 O O

八 橋 3 3
l

r

l
O O

L

3 3 2 6

米 子 22 18 O O
ll

22 18 1 1

境 港 3 3 O O 3 3 7 7

溝 口 O O 1 3 1 3 4 5

黒 坂 O O O O
L

O O 1 2

合 。十 38 38 2 4 40 42 / /

前 年 同 期 20 23 8 12

へ

/ / 28 35

公害苦情取扱い状況

(平成 7 年中)

ぎ＼" 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 廃棄物 その他 合計
受 理 件 数 2 153 4 2 2 163

措置別
話合い あ っ せん 9 9

警 告 ･ 指 導 2 60 2 2 1 67 一

検 挙

他 機 関 通 報 2 2

措 置 不 能 84 1 85

そ の 他

前年苦情受理件数 1 88 1 9 2 10 1
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資料20 平成 7 年度環境保全関係予算等の概要

◎ 環境政策課 (単位 千円)

事 業 名 7 年 度 予 算 備 考

( 目 ) 環境保全費

清 掃 指 導 費 ･

環 境 保 全 行 政 費

大 気 汚 染 防 止 対 策 費

水 質 汚 濁 防 止 対 策 費

騒 音 防 止 対 策 費

振 動 防 止 対 策 費

悪 臭 防 止 対 策 費

地 盤 沈 下 防 止 対 策 費

海 水 浴 場 整 備 促 進 指 導 費

環 境 影 響 評 価 推 進 費

ウ フ ソ 残 土 堆 積 場 環 境 調 査 費

地球 に や さ し い地域環境づ く り 推進事業費

環 境 教 育 推 進 事 業 費

生 活 排 水 対 策 推 進 事 業 費

2 0 4 , 5 0 5

9 5 , 2 2 4

5 8 3 4

1 0 7 3 0

5 1 8 0 5

7 5 2

7 6 7

2 0 8 2

1 4 0 3

2 2 5

3 , 3 0 7

9 , 0 2 0

1 2 , 4 2 7

3 , 2 1 1

7 , 0 1 8

合併処理浄化槽設置推進事業費 49 , 9 9 9

一般廃棄物処理指導費 3 , 8 6 6

浄化槽指導費 3 , 3 0 1

産業廃棄物処理指導費 1 5 , 8 8 3

廃棄物不法投棄防止対策推進事業費 1 2 , 7 6 3

産業廃棄物適正処理推進事業費 840

一般廃棄物減量化再生利用推進事業費 2 , 2 7 9

環境美化推進事業費 6 , 2 9 3

環境保全推進費 2 , 5 2 5

審議会等開催費 2 , 1 8 1

環境の保全に関す る 条例整備検討事業費 1 , 1 2 8

ばい煙調査費 2 , 3 36

環境汚染物質調査費 5 , 0 3 7

汚染物質排出量凋査費 1 3 6

自 動車排出 ガ ス 汚染調査費 3 , 2 2 1

ゴ ル フ場周辺水質澗査指導事業費 2 , 446

公共用水域等水質澗査費 3 1 , 4 1 3

事業場排出邇査指導費 4 , 858

湖山池水質浄化対策推進費 3 , 82 3

中海水質汚濁防止対策協議会運営費 637

水質浄化対策推進費 2 , 1 3 8

中海湖沼水質保全。十画推進費 5 , 5 2 2

環境基準類型あて はめ推進事業費 968

。十 2 0 4 5 0 5
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◎ 自然保護爆

(単位 千円)

事 業 名 7 年 度 予 算 備 考

( 目 ) 環 境 保 全 費

自 然 保 護 行 ･政 費

自 然 保 護 対 策 費

保 全 地 域 調 査 及 び 管 理 費

公 園 調 査 及 び 管 理 費

公 園 等 施 設 整 備 事 業 費

氷 ノ 山 自 然ふれ あ い の里整備事業費

自 然 環 境 保 全 審 議 会 費

温 泉 振 興 対 策 費

自 然 保 護 思 想 普 及 啓 発 事 業 費

自 然 科 学 館 管 理 運 営 費

529 , 863

4 , 6 1 1

17 , 891

1 , 776

40 , 747

189 , 230

249 , 708

2 , 398

6 , 508

5 , 771

1 1 , 223

自 然保護行政費 1 , 676

自 然環境保全基礎崗査 2 , 935

自 然保護用地管理事業費 876

大山頂上保全管理事業 901

鳥取砂丘景観管理費 16 , 1 14

自 然環境保全地域調査及び保全管理費 1 , 776

公園調査指導費 325

国立公園施設管理費 32 , 480

(国立公園清掃活動費補助金) (6 , 400)

国定公園施設管理費 588

自 然歩道施設管理費 7 , 354

国立公園施設整備事業費 88 , 000

国定公園施設整備事業費 48 , 000

中国 自 然歩道再整備事業費 47 , 100

県立公園施設整備補助金 6 , 130

自 然ふれ あ い館整備費 126 , 221

周辺野外施設整備費 123 , 487

自 然保護部会費 1 , 107

温泉部会費 1 , 291

温泉調査指導費 882

温泉保全調査事業 5 , 626

ふ る さ と の 自 然観察会事業 2 , 449

自 然観察健康 ウ ォ ー ク 事業 1 , 082

自 然観察指導員設置事業 2 , 240

大山自然科学館管理運営費 1 , 655

山陰海岸 自 然科学館管理運営費 4 , 083

山陰海岸 自然科学館展示水槽 4 , 300

大山 自 然科学館マ ルチ ス フ イ ド補修 1 , 185

合 。十 529 , 863

ー

、--l,."‐‐･J}.--‘‐′t
‘′′‐･｣･1,.-‐‐

イー11･1･,
,′‘‘----r‘--‐‘“.･--

--,1--r.--““‐-

( ) は 内書
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資料21 市町村の環境保全行政機構

市 町 村 名 環境保全行政担当部 ･ 課名 環 境 審 議 会 設 置 電 話 番 号 ( 代 表 )

鳥 取 市

米 子 市

倉 吉 市

境 港 市

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

郡 家 町

船 岡 町

河 原 町

八 東 町

若 桜 町

用 瀬 町

佐 治 村

智 頭 町

気 高 町

鹿 野 町

青 谷 町

羽 合 町

泊 村

東 郷 町

三 朝 町

関 金 町

北 条 町

大 栄 町

東 伯 町

赤 碕 町

西 伯 町

会 見 町

岸 本 町

日 吉 津 村

淀 江 町

大 山 町

名 和 町

中 山 町

日 南 町

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

生 活 環 境 部 環 境 課

環 境 部 環 境 課

生 活 環 境 部 .環 境 課

環 境 部 環 境 対 策 燥

健 康 対 策 課

生 活 環 境 課

住 民 課

福 祉 課

町 民 課

健 康 対 策 燥

ふ れ あ い 課

町 民 課

地 域 振 興 課

民 生 課

福 祉 課

町 民 福 祉 課

町 民 揉

創 生 企 画 課

町 民 景

住 民 課

町 民 爆

健 康 対 策 課

町 民 累

町 民 揉

保 健 課

町 民 生 活 課

町 民 祟

企 画 開 発 課

建 設 課

町 民 県

住 民 課

企 画 巍 整 爆

企 画 課

環 境 整 備 踝

福 祉 保 健 課

企 画 課

環 境 整 備 爆

環 境 整 備 揉

町 民 踝

○昭和47 . 10 . 1 3

0平成 6 8 1 1

0 〃 6 8 1

0 〃 6 9 30

0 " 3 7 4

0 " 2 3 30

0 " 6 4 1

0 " 6 12 . 22

0 " 6 10 . 1

0 " 7 7 1 1

0 " 8 9 26

○平成 6 7 1

○平成 4 5 20

0 " 6 1 1 . 1 1

0 " 7 . 7 1

0 “ 6 . 9 30

0 “ 46. 4 . 1

○平成 6 10 . 1

0 “ 6 10 . 1

0 " 6 10 . 1

0 " 6 10 . 1

0 " 6 10 . 3

0 " 48 . 3 24

○平成 3 6 29

○平成 7 . 3 28

○昭和47 . 7 1

0 " 48. 4 1

○平成 7 4 1

( 0 8 5 7 ) 2 2 -‐ 8 1 1 1

( o 8 5 9 ) 2 2 -‐ 7 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 2 2 -‐ 8 1 1 1

( o 8 5 9 ) 4 4 - 2 1 1 1

( 0 8 5 7 ) 2 2 -‐ 0 1 1 1

( o 8 5 7 ) 7 3 - 1 4 1 1

( 0 8 5 7 ) 7 5 -‐ 2 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 7 6 -‐ 0 2 0 5

( 0 8 5 8 ) 7 2 -‐ 0 0 4 4

( 0 8 5 8 ) 8 5 -‐ 0 0 1 1

( 0 8 5 8 ) 8 4 -‐ 2 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 8 2 - 1 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 8 7 -‐ 2 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 8 8 -‐ 0 2 1 1

( 0 8 5 8 ) 7 5 -‐ 3 1 1 1

( 0 8 5 7 ) 8 2 - 0 0 1 1

( 0 8 5 7 ) 8 4 - 2 0 1 1

( 0 8 5 7 ) 8 5 -‐ 0 0 1 1

( 0 8 5 8 ) 3 5 -‐ 3 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 3 4 - 3 1 1 1

( o 8 5 8 ) 3 2 - 1 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 4 3 - 1 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 4 5 -‐ 2 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 3 6 - 3 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 3 7 - 3 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 5 2 - 2 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 5 5 -‐ 0 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 6 -‐ 3 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 4 -‐ 2 2 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 8 -‐ 3 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 2 7 -~ 0 2 1 1

( 0 8 5 9 ) 5 6 - 3 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 5 3 -‐ 3 3 1 1

( 0 8 5 9 ) 5 4 - 3 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 5 8 - 2 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 8 2 -‐ 1 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 7 2 - 0 3 3 1

( 0 8 5 9 ) 7 5 - 2 2 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 2 -‐ 0 7 1 1
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資料22 市町村の環境関係条例制定状況

条 例 公 布 日 施 行 日

鳥 取 市 自 然 保 護 お よ び 環 境 保 全 条 例

米 子 市 環 境 保 全 条 例

倉 吉 市 公 害 防 止 条 例

境 港 市 公 害 防 止 条 例

大 栄 町 環 境 保 全 条 例

大 山 町 環 境 保 全 条 例

赤 碕 町 環 境 保 全 条 例

東 伯 町 環 境 保 全 条 例

三 朝 町 環 境 保 全 条 例

西 伯 町 環 境 保 全 条 例

岩 美 町 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

日 吉 津 村 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

岩 美 町 水 道 水 源 保 護 条 例

淀 江 町 公 害 防 止 条 例

国 府 町 環 境 保 全 条 例

中 山 町 環 境 保 全 条 例

青 谷 町 環 境 保 全 条 例

会 見 町 公 害 防 止 条 例

名 和 町 環 境 保 全 条 例

関 金 町 環 境 保 全 条 例

羽 合 町 環 境 保 全 条 例

東 郷 町 環 境 保 全 条 例

昭 和 4 7 1 0 1 3

4 7 6 2 8

4 8 9 1 3

4 8 1 2 2 4

4 8 1 2 1 4

4 8 7 2

4 9 3 3 0

5 4 1 0 1

5 4 3 2 7

4 9 3 2 3

6 0 3 2 2

6 0 1 1 1 5

H 2 3 3 0

2 7 2 6

3 3 3 0

4 3 2 4

笈 5 1 8

4 1 0 1

7 3 2 2

6 1 0 1

6 . 1 0 . 1

6 9 3 0

4 7 1 0 1 3

4 7 7 1

4 9 1 1

4 9 6 1

4 9 1 1

4 8 7 2

4 9 3 3 0

5 4 1 0 1

5 4 9 2 7

4 9 3 2 3

6 0 3 2 2

6 0 1 1 1 6

モ董 2 3 3 0

2 7 2 6

3 4 1

4 3 2 4

4 5 2 0

5 4 1

7 4 1

6 1 0 1

6 . 1 0 . 1

6 1 0 1

椚
増
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-
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資料23 市町村及び住民の公害防止協定締結状況

締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

鳥 取 市

住 民

ト ス テ ム鳥取㈱

鳥取旭工業㈱

上原 メ ッ キ工業

大洋住研ホ ー ロ ー㈱

㈱山陰カ フ ー総合現像所

㈱ア サ ヒ メ ッ キ

協同組合鳥取鉄工セ ン タ ー他 8 社

協鳥取菓子工業セ ン タ ー他 3 社

三洋製紙㈱

鳥取三洋電機㈱

鳥取ダ イ ヤ モ ン ド電機㈱

大同端子製造㈱

丸栄金属製作所

㈱サ ン ラ イ ズ

リ コ ーマ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ー ク ス㈱

㈱ス イ デ ソ

ユ ニ オ ン ケ ミ カ -㈱鳥取工場

加藤金属興業㈱

㈱正光

鳥取県

金 属 製 品

ん7

"ッ

れッ

写 真 現 像

金 属 製 品

金 属 製 品 等

食 料 品 製 造

製 紙

電 機 製 品

れツ

〃7

機 械 製 品

食 品 製 造

電 気 製 品

電 気 器 具

そ の 他 製 品 製 造

金 属 製 品

ん7

工 業 試 験 場
汚 水 処 理 施 設

S 48 . 1 2 . 2 8

50 . 1 2 . 2 9

‘ッ

れ7

"ツ

5 1 7 . 2 6

52 . 9 1 0

れッ

5 1 . 4 1

57 . 9 8

〃7

"ッ

63 . 7 1

63 . 8 . 1

モ王 2 7 ‐ 1 0

3 3 . 27

4 . 1 2 . 9

6 . 4 . 1 8

S 52 . 1 . 1 0

工業団地進出企

業 と の協定

組合立会

市立会

米 子 市

住 民

ん7

"ッ

たり

米子市

ア ス フ ァ ル ト 合材㈱

日 建工業㈱

日 清ハ ム㈱

清 掃 工 場 建 設

アス フ ァ ル ト プ ラ ン ト

宅 地 開 発

食 品 加 工 業

S 52 . 8 . 1 9

56 . 1 0 . 2 0

6 1 . 5 . 9

61 . 1 1 . 1 5

市議会立会

市立会

れツ

倉 吉 市

住 民

"ッ

日 本チ ッ プ工業㈱

㈱明治機械製作所

関金生 コ ン㈱

東伯町長他

倉吉市農業協同組合

㈱倉吉イ ン タ ー ヒ ル ズ ゴル フ ク フ ブ

白 山環境開発㈱

打吹建設㈱

神鋼機器工業㈱

中部広域行政管理組合

大川塵清掃

製 材 業

機械 ･ 器 具 製 造 業

生 コ ン プ ラ ン ト

清 掃 工 場 建 設

畜 産 業

ゴ ル フ 場

最 終 処 分 場

建 設 業

機 械

し 尿 処 理 場

産 業廃 棄物処理業

S 47 . 2 . 1 6

47 . 7 . 2 0

48 . 2 . 1 4

48 . 1 0 . 2 2

49 . 9 . 27

手玉 3 ‐ 6 ‐ 1 0

元 ‐ 1 1 ‐ 24

S 47 . 1 1 . 8

50 . 2 . 2 1

モ江 3 . 1 2 ‐ 2 6

4 7 6

住民立会

イン

ん7

県立会

市立会

んツ

市立会

"ッ

‐20鼾



締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

倉 庫 民･ 中部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設 H 8 3 29 市立会

境 港 市 日 本石油㈱

㈲錦海化成

三光㈱

石 油

魚 腸 骨 処 理 場

産 業廃 棄物処理 業

S 49 . 9 . 20

H元 . 2 . 1 6

4 . 7 . 1 4

｢

国 府 町 鳥取協同畜産㈱ 畜 産 S 63 . 7 . 25
1

岩 美 町 三洋エ ク セル㈱

㈲鳥取 ダ ソ レ ッ ク ス

一 次 電 池 製 造 業

中 間 処 理 施 設

S 58 . 5 . 7

H 3 . 8 . 27

住民立会

県立会

郡 家 町 山根金属工業㈱

㈲ウ ェ ル ド

金 属 製 品

れッ

H 2 . 1 1 . 1 7

3 2 2

河 原 町 鳥取八木電子㈱

日 光電子工業㈲

電 気 製 品 製 造

ん7

S 48 . 1 0 . 1 9

49 . 1 0 . 29

八 東 町 山本和正

昭和樹脂化工㈱

朝倉 勲

八東町農業協同組合

畜 産

化 学 製 品

畜 産

メツ

S 49 . 1 . 14

5 1 . 7 . 30

51 1 2 8

53 . 4 . 1 5

｢

智 頭 町

んア

㈱楽粹

㈱ツ ル ミ プ ラ

食 品 製 造 業

化 学 製 品

S 63 . 6 . 1 0

63 . 1 1 . 24 県立会

青 谷 町 岸本三光堂

鈴与 ト ラ ッ ク ス テ ー シ ョ ン㈱

ユー シ ー産業㈱

事 務 用 紙 製 品

石 油

各 種 樹 脂 製 品

H 3 3 27

5 . 6 . 1 8

8 4 1

鹿 野 町 ㈱三松エ レ ッ ク ス 電 子 基 慨盤 製 造 H 6 7 . 5 県立会

気 高 町

住 民

旭国際開発㈱

㈱ブ ラ ス サー ビ ス

ゴ ル フ 場

産業廃棄物中間処理

H 6 . 1 2 . 20

H 7 8 . 2 1

町立会

住民立会

羽 合 町 倉吉魚市場㈱

鳥取県

水 産 食 料 品

天神川流域 ･ 下水道
終 末 処 理 場 設 置

S 47 . 6 . 1

5 1 . 5 1

泊 村 富士西産業㈱

日 本海生 コ ン株式会社

八幡生 コ ン株式会社

東郷町

食 料 品 製 造

生 コ ン プ ラ ン ト

んッ

排 水 処 理 施 没

S 48 . 1 0 . 19

日 4 8 ‐ 25

4 . 8 . 25

7 . 9 . 1 8

住民立会

"ッ

"7

‘ッ

三 朝 町 鳥取県中部森林組合

中部砂利生産協同組合

田栗信稔

川本仁志

広田正和

小椋興業㈲

三朝町農業協同組合

山本宏志

木 材 ･ 木 製 品

土 石

畜 産

れツ

土 石

"7

給 油 所

畜 産

S 57 . 1 0 . 1 4

58 . 5 . 2

60 . 5 . 15

60 . 8 . 1 3

60 . 1 0 . 1 1

6 1 . 5 . 7

王壬 2 . 7 . 6

2 7 6

住民立会
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

三 朝 町 ㈲機江商事 真 砂 土 採 取 4 . 1 2 . 8

関 金 町 日 本海環境㈲ 産 業 廃 棄 物 処 理 H 7 4 . 1 2 県立会

北 条 町 山陰 自 動車整備工業㈱

中部建設協同組合

三陽合繊㈱

前川菊次

北条町農業協同組合

中部舗装㈱

北条町農業協同組合

県中央 自動車協同組合

相模ハ ム㈱

侑打と条 リ ョ ー コ ー ア パ レル

鳥取県農業協同組合連合会

㈲吉村オー ト サー ビ ス

車 輌 整 備

土 石

紡 績

農 産 物 処 理

ラ イ ス セ ン タ ー

ア ス フ ァ ル ト プ フ ソ ト

畜 産

車 輌 整 備

食 品 加 工 業

衣料品製造加工販売

住 宅 団 地

車 輌 整 備

S 50 . 9 . 20

50 . 6 . 28

53 . 1 0 . 5

52 . 6 1 3

52 . 3 . 1 9

54 . 1 0 . 3 1

56 . 6 . 1 5

56 . 8 . 20

59 . 9 . 1

63 . 1 . 26

モI 5 ‐ 5 ‐ 24

H 7 1 9

住民立会

たり

ん7

んッ

イン

たり

れフ

れ7

れ7

たり

大 栄 町

住 民

ろッ

たツ

れ7

乙ツ

んツ

㈱河鶴

大栄町農業協同組合

東伯町農業協同組合

鳥取サ ン シ ャ イ ン セ ン タ ー

新興螺子㈱

㈲岡崎種鶏場

中原健治

梅窪広信

白 山環境開発㈱

鳥取県環境保全事業協同組合

大栄町農業協同組合

扶桑木材㈱

大栄町農業協同組合堆肥セ ン タ ー

れツ イン

“フ ィン

新木木工㈱

小椋ス レー ト 工場

食 料 品 製 造

木 材 木 製 品

畜 産

ク リ ー ニ ン グ

機 械 部 品 製 造

畜 産

乙ツ

乙ッ

最 終 処 分 場

れ7

ラ イ ス セ ン タ ー

建 材

肥 料

れツ

れ7

木 材 木 製 品

窯 業 ･ 土 石

S 51 . 1 1 . 1 7

52 . 12 . 20

55 . 2 . 25

50 . 4 . 1 1

55 . 5 . 30

59 . 5 . 1 1

63 . 1 2 . 2 1

H元 . 1 1 . 1 4

元 . 1 1 . 24

5 2 . 8

S 52 . 1 1 . 1 1

47 . 1 . 20

56 . 1 0 . 3

57 . 1 2 . 1 3

58 . 7 . 27

日 3 ‐ 8 ‐ 26

3 . 1 2 . 5

(大根つけ も の )

( バ ー グ粉砕)

知事立会

町立会

れツ

"ソ

ろッ

んソ

イン

んツ

赤 碕 町 富士西産業㈱

赤碕町農業協同組合

赤碕町生 コ ン㈱

上野水産㈱

赤碕町農業協同組合

鳥取県農業協同組合連合会

食 料 品 製 造

農 産 物 加 工

生 コ ン プ フ ソ ト

水 産 食 料 品

ラ イ ス セ ン タ ー

家 畜 市 場

S 48 . 1 0 . 28

51 . 1 2 . 1 5

49 . 1 2 . 27

49 . 1 . 22

53 . 12 . 7

モI 4 ‐ 1 1 ‐ 25

県立会

れソ

住民立会

住民立会
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

東 伯 町

住 民

"7

んッ

‘ツ

"ッ

れッ

"7

"7

んツ

"7

ん7

"ア

"フ

‘ツ

んッ

東伯町農業協同組合

下伊勢畜産団地組合

川本正一郎

東伯町農業協同組合

れッ

れツ

んツ

近 藤 弘

小 前 孝 夫

三 島 英 幸

池 山 敏 明

西 本 和 昭

東伯町農業協同組合

"7

ん7

れツ

メツ

れッ

生田孝信

東伯町農業協同組合

れッ

れッ

たツ

"7

れ7

“

㈲東和資料

東伯町農業協同組合

ん7

"7

れッ

たり

イン

れ7

"7

‘ツ

イン

畜 産

んツ

‘7

"7

イツ

"

イン

牛 舎

れッ
“ノ

イツ

れツ

んッ

畜 産

ん7

乙ツ

‘ツ

r れッ

イン

ん7

ろツ

れツ

んツ

れッ

れ7

れ7

乙ツ

廃 品 処 理 業

畜 産

"7

‘7

"ッ

"ツ

れ7

ん7

"7

〃ツ

れツ

S 53 . 8 . 2 1

53 . 2 . 20

6 1 . 1 0 . 3

61 . 1 2 . 5

‘ツ

62 . 7 . 27

63 . 5 . 26

63 . 5 . 26

‘7

“ッ

乙ツ

イン

58 . 6 . 1 5

58 . 1 2 . 7

58 . 1 2 . 1 6

60 3 6

日 2 5 ‐ 1 4

4 5 1 1

4 9 30

5 . 1 2 . 2

5 . 1 2 . 27

6 . 9 . 5

S 52 . 1 2 . 28

53 . 8 . 1 0

55 . 3 . 25

60 . 3 . 6

58 2 23

58 . 1 2 . 1 5

58 . 1 2 . 16

58 . 1 2 . 25

60 . 1 8

60 . 1 . 9

60 . 1 . 1 4

60 . 1 . 25

60 . 2 . 1 2

60 . 3 . 1

60 . 3 3

住民立会

覚 書

同意書

住民立会

ん7

れ7

乙ツ

れッ

確約書

れ7

ん7

住民立会

確約書

町立会

覚 書

ろッ

町立会

覚 書

ん7

れ7

れッ

イツ

たッ

た7

"7

たり

メッ
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

東 伯 町

住 民

んッ

ん7

れッ

"ッ

れ7

乙ツ

ん7

イン

れ7

東伯町農業協同組合

"ッ

川本有希子

東伯町農業協同組合

三浦幹雄

東伯町農業協同組合

れッ

"ッ

ん7

ろッ

“ツ

畜 産

れソ

"ツ

れ7

れツ

ん7

たり

んッ

ん7

たり

産 業 廃 棄 物 処理業

S 60 . 3 4

60 . 3 . 5

60 . 9 . 30

63 . 1 2 . 20

H 元 8 . 3 1

4 4 10

5 1 1 . 2 3

5 1 1 . 27

5 . 1 1 . 2 8

5 . 1 2 . 27

6 . 1 1 . 8

覚 書

〃ッ

覚 書

んツ

〃ッ

"7

れソ

んッ

名 和 町

住 民

れ7

れッ

イツ

れッ

ん7

山陰畜産㈱

山陰畜産㈱

㈱鳥取県食肉セ ン タ ー

イン

鳥取県経済農業協同組合連合会

れ7

㈱中部芝

フ ァ ミ リ ー㈱

日 本海開発㈲

れツ

山陰食鶏農業協同組合

枝谷純拓

名和食鶏㈲

キ マ チ医院

㈲山水園

山陰畜産㈱

レ ッ キ ス工業㈱

畜 産

れッ

畜 産 加 工

れッ

畜 産

れ7

ゴ ル フ 練 習 場

健 康 器 具 製 造

産 業廃 棄物処理業

ん7

畜 産

たツ

ん7

医 療

畜 産

農 業 資 材

機 械 製 造 業

S 48 . 1 2 . 1 4

58 . 3 1 5

57 . 7 . 30

59 . 9 . 25

58 . 1 0 . 1 7

モー 4 7 . 28

3 4 . 5

4 9 . 25

4 10 . 1 2

6 . 1 1 . 2 1

6 . 1 1 . 29

S 50 . 1 0 . 1 1

54 . 1 0 . 24

58 . 5 . 1 9

51 . 5 1 0

49 . 6 . 1 0

E1 8 . 5 . 1 6

住民立会

住 民

米子保健所長

住民立会

町立会

ん7

イン

中 山 町 ㈱中部芝 農 業 資 材 H 3 . 4 . 5

大 山 町 ㈱近畿北 コ ソ

㈱片木ア ル ミ ニ ュ ー ム製作所

山陰養殖漁業組合

山陽㈱

生 コ ン プ フ ソ ト

非 鉄 金 属 製 品

養 殖

金 属 製 品

S 48 . 1 . 3 1

60 . 1 0 . 1 7

62 . 4 . 2 1

モ邇 3 ‐ 4 ‐ 29

住民立会

住民立会

西 伯 町 江崎 グ リ コ㈱

嶋田 プ レ シ ジ ョ ン㈱

エ ヌ オ ウ ケ イ メ グ ラ ス テ ィ ッ ク㈱

エ レ テ ッ ク ,鳥取㈱

食 料 品 製 造

ブ フ ス テ ィ ッ ク 加工

自 動 車 部 品 製 造 業

電 子 部 品 製 造 業

S 49 . 1 1 . 20

59 . 1 2 . 22

H元 . 7 . 28

2 6 1 J

覚書

覚書 (県立会)
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締 結 当 事 者 ,
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

西 伯 町 ㈱タ ナ カ 土 砂 採 取 業 H 8 . 3 . 2 5

淀 江 町

住 民

んツ

ん7

ん7

んッ

ろッ

朝 日 住建

大勇 自 動車

山根 巌

山本金属工業㈱

鳥取県経済農業協同組合連合会

㈱ツ カ サ製作所

鳥取ダイ ハ ツ販売㈱

環境プ ラ ン ト 工業㈱

社会福祉法人養寿会

環境プ ラ ン ト 工業㈱

米子精工㈱

山陰食鶏農業協同組合

れッ

脇)大協組

ニ ュ ー キ ン グ

ゴ ル フ 場

車 輌 整 備

病 院

電 気 製 品 製 造

食 料 品 製 造

電 気 製 品 製 造

自 動 車 販 売

最 終 処 分 場

食 品 製 造

最 終 処 分 場

機 械 加 工

畜 産

た7

土 石

パ チ ン コ 店

S 63 . 8 26

50 . 5 . 1 5

53 . 1 2 . 25

48 . 12 . 28

53 . 8 . 1 7

50 . 1 2 . 28

H 元 10 3

4 5 . 2 1

8 4 30

S 63 . 9 . 26

5 1 2 1 3

50 2 1 3

59 . 8 . 1 7

49 . 1 0 . 2 1

58 . 6 . 2 3

町立会

"ッ

町立会

"ツ

イン

たり

たり

た7

会 見 町 栗村製作所

西部製砂協同組合

㈱三徳開発

丸福石油㈱

アルバ ト ロ ス株式会社

機 械 器 具 製 造

土 石

最 終 処 分 場

ん7

産 廃 最 終 処 分 場

S 49 . 5 . 1 5

56 . 6 . 29

王I 2 6 4

4 4 2 1

5 1 1 1 5

県立会

住民立会

"ッ

地元区長立会

岸 本 町 丸福石油㈱

大山 グ リ ー ン 開発㈱

グ リ ー ン パー ク 大山㈱

アルバ ト ロ ス㈱

イン

鳥取県西部広域行政管理組合

最 終 処 分 場

ゴ ル フ 場

‘ツ

最 終 処 分 場

イン

不灘廃物畑理･再生･再読脚

モー 3 . 1 0 ‐ 3 1

4 4 1 7

4 . 1 0 . 1

5 . 1 1 . 1 7

6 . 6 . 7

7 . 1 . 9

住民 (小野区)

住民 (小野区)

んツ

んッ

日 吉津村 王子製紙㈱ バ ル ブ ･ 紙 製 品 H 6 . 1 . 24

日 野 町 矢崎部品㈱

慶南産業㈱

落合建材

電 気 製 品

砕 石 採 取

真 砂 土 採 取

S 51 . 6 1

58 9 30

62 . 1 . 26

住民立会

日 南 町 セ ン ト ラ ル 日 清 フ ァ ー ム㈱

大阪YMC A

日 南砕石㈲

生山砿業㈱

生山砿業㈱

山陰食鶏農協 三吉食鶏組合

畜 産

キ ャ ン プ 場

土 石

んッ

れッ

養 鶏

S 49 . 1 0 . 2

55 . 9 . 30

58 . 1 2 . 1

57 . 2 . 2

60 . 3 . 5

60 . 7 1

住民立会

覚書

覚書 (含む住民)
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

日 南 町

住 民

"ツ

れソ

㈱ 日 南 フ ー ズ

生山砿業㈱

山陰食鶏農協

"ツ

日 南 町

製 造 業

山 林 開 発

養 鶏

乙ツ

ゴ ミ 焼却 処 理施 設

H元 . 6 . 28

元 . 1 0 . 20

S 63 . 1 1 . 9

H元 . 1 0 . 26

元 . 3 . 29

住民立会

覚書 (町立会)

〃ッ

覚書

溝 口 町

れッ

れリ

んッ

れ7

ん7

( 組 合 )

㈱大協組

大橋産業㈲

美保土建㈱

丸福石油㈱

㈱大山ア ー ク カ ン ト リ ー ク ラ ブ

大山 グ リ ー ン 開発㈱

創価学会

愛知三菱 自 動車販燕㈱

真 砂 土 採 取

ん7

たツ

"ッ

ゴ ル フ 場

れツ

研 修 所

乗 場 施 設

S 56 . 3 4

58 . 7 5

63 . 7 . 1 9

63 . 9 . 2 7

H元 . 3 . 22

3 . 1 2 . 3

6 . 7 . 28

4 2 . 27

住民立会

住民立会

ん7

イン

"7

イン


